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「IP 防犯ネット」情報 Vol.114 
～置引きにご注意～ 

 

特にぱちんこ屋やスーパーでの置引き被害が多発しています。 

本年 6 月末の置引き認知件数は 186件であり、その中でもぱちん

こ屋等での発生が 53件と全体の約 28％を占めています。 

7 月だけでも、すでにぱちんこ屋等で 4件、スーパー・デパート等

で７件発生しており、増加傾向にあります。 

置引き被害に遭わないために 

★財布・携帯電話等の貴重品は肌身離さず持ち歩きましょう。 

★ぱちんこの IC カードは、トイレや喫煙所などに立つ 

少しのあいだでも置きっぱなしにしないようにしましょう。 

★かばんは膝の上など常に視界に入る場所に置き、 

   持ち手を握っておきましょう。 

★ゲームの操作中やプリクラの撮影中も手荷物の管理を 

怠らないようにしましょう。 


